
 

 
 

議  案  第  ７６  号  

 

 

新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 

新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。  

 

平成２２年１１月３０日提出  

 

新居浜市長  佐  々  木   龍  

 

 

新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

第１条  新居浜市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第２０号）の一部

を次のように改正する。  

第５条中「１００分の１６５」を「１００分の１５０」に改める。  

第２条  新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

第５条中「１００分の１４５」を「１００分の１４０」に、「１００分の１５０」

を「１００分の１５５」に改める。  

附  則  

この条例は、平成２２年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２３

年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

特別職の職員について、人事院勧告に伴う国の指定職俸給表の適用を受ける職員に係

る給与改定に準じて期末手当の支給割合を改めるため、本案を提出する。  


